
1 
 

 

 

住  宅  課 

「港区マンション管理適正化推進計画（素案）」に寄せられた区民意見に対する区の考え方について 

１ 区民意見募集の実施概要 

（１）意見の募集期間と件数 

募集期間 意見の人数 意見の件数 

令和４年１２月９日 

～令和５年１月１０日 

１０人 

（郵送１人、インターネット３人、区民説明会６人） 
１６件 

 

（２）意見の提出方法   

インターネット、郵便、ファクシミリ、直接持参 

 

（３）資料の閲覧場所 

    港区住宅課（区役所６階）、区政資料室（区役所３階）、総合案内（区役所１階）、各地区総合支所、 

各港区立図書館（高輪図書館分室を除く） 

 

２ 意見・要望等の対応状況 

対 応 状 況 件 数 

１ 意見を反映し、計画素案を修正したもの ３件 

２ 計画素案の記載の中で趣旨を反映しているもの １０件 

３ 計画素案では記述していないが、既存事業等で対応しているもの ２件 

４ 意見の内容が対応できないもの ０件 

５ 区政に対する要望等として受けたもの １件 

合   計 １６件 

 

令和５年３月２０日 資料№１０ 
建 設 常 任 委 員 会 
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№ 項目 区民意見要旨 区の考え方 
反 映 

状 況 
関連 

頁 

１ 第２章 

第４章  

管理状況に応じたマンションの分類のうち、概ね適正な

管理が行われている「Ｃマンション」においても、修繕

積立金が不足しているマンションはあるため、その程度

により、マンションを細分類した上で対応すべきではな

いか。 

 

本計画では、素案Ｐ２３で示すとおり、課題のレベルに応じ

て大まかにマンションを分類し、その分類に応じて基本的な

施策を展開することで、課題に対応した適切な支援に繋げて

いきます。この分類に該当しないような課題を抱えたマンシ

ョンに対しては、管理アドバイザー派遣によるアドバイスの

実施や、素案Ｐ２８に示すとおり、今後策定予定の「マンシ

ョン管理マニュアル」の中で、マンションの特性を踏まえた

方針を示すことで適切に対応してまいります。 

  

２ １９ 

２３ 

２８ 

２ 第４章 

基本方針Ⅱ

（３）①－１  

修繕積立金の不足は今後も予想され、その解決に向けて

管理アドバイザー派遣は有用であると考えるため、派遣

回数の上限１０回は撤廃して欲しい。 

 

 

管理アドバイザー派遣は、管理組合による主体的なマンショ

ン管理を推進するためのきっかけづくりとして、 

１０回を上限に実施しています。管理アドバイザーに頼らず

とも、管理組合による主体的なマンションの管理運営を促す

こと、また、公平性の観点からも、既存施策である管理アド

バイザー派遣の上限回数の撤廃は考えておりません。また、

素案Ｐ１９で示す「Ａ.管理不全のマンション」、「Ｂ.管理状

況に課題があるマンション」に該当し、かつ、区が選定した

マンションを対象とした「管理組合への働きかけ支援」（素

案Ｐ２９）では、管理アドバイザー派遣の回数の上限はあり

ません。 

  

２ ３１ 

５７ 
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３ 第４章 

基本方針Ⅰ 

（３） 

②ウ、エ 

 

高経年マンションと築浅マンションの設備の違いや、タ

ワーマンションと低中層マンションにおける違いなど、

マンションごとに抱える課題が異なるため、マンション

に応じた細かい計画を立案いただきたい。 

 

マンションごとに抱える課題等は様々であるため、素案Ｐ２

８「管理組合の情報交換機会の創出」において、「管理組合

が抱えている課題は、管理組合の成熟度、管理運営の状況、

建物の築年数・劣化状況・形態などの様々な要因により異な

るため、管理運営の実態等に応じて、グループをつくり、同

様の課題を抱える管理組合同士が、その課題等を共有し、解

決に向けた議論を行える体制を構築します」に修正しまし

た。 

また、素案Ｐ２８に示す、今後策定予定の「マンション管理

マニュアル」の中でも、マンションの特性や管理状況に応じ

て必要な取組は異なることから、それらを踏まえた方針を示

してまいります。 

 

１ ２８ 

４ 第４章 

基本方針Ⅱ

（３） 

①－２ 

港区では、９割の住民がマンションに居住しており、そ

のうちの２割が旧耐震基準のマンションである。大規模

地震が起きた際には、これらの住民は区民避難所を利用

する可能性があることも踏まえ、旧耐震マンションの耐

震対策を迅速に推進してほしい。 

 

港区では、耐震性が無いマンションが多く存在していること

を踏まえ、素案Ｐ３３で示すとおり、耐震アドバイザー派

遣、耐震診断費用・補強設計費用・耐震改修工事を助成する

など、耐震化の支援を実施しています。また、素案Ｐ３８で

示すとおり、今後運用を開始する管理計画認定制度において

も、「旧耐震基準マンションにおける耐震性確保の検討実

施」を認定の必須基準にすることで、耐震性確保の推進を図

ってまいります。 

 

２ ３３ 

３８  
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５ 第４章 

基本方針Ⅰ

（３） 

 ② 

理事のなり手がいなければマンションの適正な維持管理

は行えない。理事に対するインセンティブ等の検討や、

理事のなり手となる人材を育成していくことを、この計

画に入れ込んで欲しい。 

 

素案Ｐ２８で示すとおり、マンション交流会では、管理組合

が抱える課題や実態に応じてグループをつくり、同様の課題

を抱える管理組合同士が、その課題等を共有し、解決に向け

た議論を行える体制を構築します。そのため、交流会やセミ

ナーでは、管理組合のなり手不足などの管理運営に係ること

もテーマとするなど、解決に向けた支援を行います。 

 

２ ２７ 

２８ 

６ 第４章 

基本方針Ⅱ

（３） 

③－２ 

宅配ボックスの設置などに対して補助金を交付する制度

の創設を検討するとのことだが、この制度が創設される

前に対象工事を行ったとしても、支援制度の主旨には適

合していることが認められれば、遡って補助金を交付で

きるようにしてほしい。 

 

補助金交付にあたっては、要綱等に基づき基準の適合の可否

の確認に加えて、工事費の妥当性なども含め適切に内容を確

認した上で交付決定するため、遡って補助金を交付すること

は、制度上困難だと考えておりますが、ご意見として承りま

す。 

なお、創設する制度の実施にあたっては、対象工事、審査の

基準、補助額など、制度を運用していくための様々な検討が

必要となりますが、なるべく早期に本制度を運用開始できる

よう努めてまいります。 

  

５ ３６ 

７ 第４章 

基本方針Ⅰ

（３） 

②ウ 

マンション交流会で、ある程度近接したエリアのマンシ

ョンの人と交流をするなど、支所単位の範囲で検討して

もらいたい。 

 

素案Ｐ２８「管理組合の情報交換機会の創出」において、

「総合支所単位（芝地区、麻布地区、赤坂地区、高輪地区、

芝浦港南地区）での管理組合同士の交流機会を創出するな

ど、参加する管理組合の意見を聞きながら地域の特性を踏ま

えた交流会の運営を検討します」を追記しました。 

 

１ ２８ 
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８ 

 

第４章 

基本方針Ⅲ 

（３） 

 ② 

管理計画認定制度の取得にあたり、管理組合に金銭面や

申請手続に係る労力面で過大な負荷がかからないような

仕組み（具体的には補助制度や長期間の認定期間の確保

など）づくりをして欲しい。 

 

管理計画認定制度に係る有効期間は、法律に基づき５年間と

定められています。また、申請手数料については、公益財団

法人マンション管理センターが事前確認に係る手数料を定め

るとともに、別途、区への申請手数料を国が示す所要時間の

目安などを基に区の条例で定めるものです。申請手続き等に

ついては、管理組合向けに申請に係る手引きを作成すること

や事前相談に丁寧に応じるなど、管理組合にとってなるべく

負荷なく申請していただくように努めてまいります。 

 

２ ３８ 

３９ 

 

９ 第５章  港区内は、高層マンションが多く建っており、今後、高

層マンションの経年劣化が進んでいくことを踏まえる

と、この計画は重要だと思う。 

港区では、高層マンションに限らず、今後、高経年マンショ

ンが増加していくことなども踏まえて、本計画に基づき、管

理組合によるマンションの適正管理と良質な住環境の形成を

図ってまいります  

２ ４２ 

４３ 

１０ 第５章 

２.啓発及び知

識の普及に関す

る事項  

在宅避難については、マンションに特化した避難方法な

ので、計画の中に何かしら入れた方がいい。 

 

本計画は、マンションの管理適正化のために必要な取組など

を示すものです。港区では、「港区マンション震災ハンドブ

ック」などを活用し、備蓄など十分な準備をした上で、自宅

に被害がなければ自宅で生活を続ける「在宅避難」を呼びか

けています。また、素案 P４１の「啓発及び知識の普及に関

する事項」で示すとおり、「港区マンション震災対策ハンド

ブック」を配布するなど、マンションにおける震災対策の情

報発信に努めてまいります。  

３ ４１ 

４２  
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１１ 第６章  修繕積立金の適正な水準について、管理会社の立場から

言及は難しいこと、個人で提案しても住民全体が納得す

ることは難しいことから、区から助言・指導をして欲し

い。 

 

修繕積立金の適切な水準は、マンションの形態や規模などに

応じて異なります。そのため、区分所有者及び管理組合向け

に、国が策定した「マンションの修繕積立金に関するガイド

ライン」などを参考に、管理組合ごとに適切に定めるもので

す。また、素案Ｐ３１で示す管理アドバイザー派遣制度を活

用することで、修繕積立金の設定や水準などに関するアドバ

イスを受けることが出来ます。なお、修繕積立金が積み立て

られていない場合など、大きな課題を抱えているマンション

に対しては、マンションの管理の適正化の推進に関する法律

に基づき、区が必要な助言、指導及び勧告を行うことができ

ます。 

  

２ ３１ 

４６ 

  

１２ 第６章 

３．管理計画の

認定基準  

管理計画認定制度における高齢者対応について、「居住

者本人以外の親族の緊急連絡先などを記載した居住者名

簿を作成」となっているが、各マンションに高齢者名簿

の作成を一任すると「高齢者」とする年齢に差が出るこ

とが懸念されることから、何歳以上が高齢者になるのか

等基準を示すなど工夫して欲しい。 

 

老人福祉法に基づき、区で実施する高齢者施策は６５歳以上

を対象としています。 

高齢者に配慮した取組は、緊急連絡先名簿の作成以外にも想

定されることから、「居住している高齢者の安否確認が出来

る体制となっていること」に基準の要件を修正するととも

に、具体的な例示を追記しました。 

  

１ ５０ 
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１３ 第６章 

３．管理計画の

認定基準  

管理計画認定制度における高齢者対応について、緊急連

絡先やバリアフリーの話は高齢者に限らず必要な方がい

ることから、要支援者対応に変えた方が良いと思う。 

 

分譲マンション実態調査等により、マンション住民の高齢化

が進んでいることや、バリアフリー化されていないマンショ

ンが多く存在していることから、管理計画認定制度で高齢者

対応を設けることで、高齢者にとって住みやすいマンション

を評価することとしました。また、高齢者対応という名称に

ついては、バリアフリー対応や安否確認が出来る体制を評価

することで、要支援者にも対応した基準となっています。 

２ ５０ 

１４ その他  港区の防災住民組織は、町会、自治会を単位に組織され

ており、マンションの住人の町会、自治会への入会率は

低く、災害時にはマンション居住者へのサービスが置き

去りにされる可能性があり、防災課と住宅課の連携を密

にしていただきたい。 

 

町会・自治会は、防犯、防災、環境美化など、様々な共助活

動を展開しており、災害時などのいざという時の頼りとなる

存在であることから、区は、マンション居住者を含めた地域

住民に対して、町会・自治会の加入を促しています。 

また、マンション居住者に向けた防災面等の支援について

も、関係部署間の連携を図りながら取組を進めてまいりま

す。  

３ ３３ 

３７ 

５９ 

６１ 

１５ その他 管理組合は、管理会社に委託をしており、管理会社の決

定内容が適正なのか素人の我々ではわからない。区から

管理会社に対して指導することを考えてほしい。 

マンションの適正管理にあたっては、区分所有者から構成さ

れる管理組合による主体的な管理が重要です。そのため、区

は、管理会社ではなく、管理の主体となる管理組合へアドバ

イザーを派遣することや必要な助成を実施することで、管理

組合による主体的な適正管理を支援してまいります。 

２ ― 
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１６ その他 管理組合の視点で検討がされていない印象を受ける。認

定制度などでやる気がでるかも知れないが、もう少し目

線を下げて現場の意見を取り入れた計画として欲しい。 

本計画は、分譲マンション実態調査等により抽出した課題や

マンション交流会などで得た管理組合の意見や実情を踏まえ

て策定しております。今後、本計画に基づく施策を運用して

いく中で、社会情勢の変化や管理組合の皆様の声を聞かせて

いただきながら、改善すべき内容や追加すべき施策などがあ

れば必要に応じて、適宜計画を改定してまいります。 

２ ― 

 


